
鞠
智
城
跡
の
調
査
と
整
備

大田
幸博

I  
概
要

熊
本
県
の
鞠
智
城
は、
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
西
日
本
地
方
に
築
造
さ
れ
た 

朝
鮮
式
山
城
の
一
つ
で
あ
る。
し
か
し、
『日
本
書
紀』に
「天
智
四

(

六
六
五
) 

年
の
築
城」
と
明
記
さ
れ
た
北
九
州
の
大
野
城

(

福
岡
県
)

や
基
肄
城
(

佐 

賀
県
)

と
異
な
り、
築
城
時
期
に
関
す
る
記
載
が
無
い。
鞠
智
城
の
場
合
は、 

『続
日
本
紀』
の
文
武
ニ

(

六
九
八
)

年
五
月
の
条
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い。 

「太
宰
府
を
し
て、
大
野

.
基
肄
•

鞠
智
の
三
城
を
修
理
し
た」
と
の
記
事 

が
初
見
で
あ
る。
そ
の
後、鞠
智
城
は
一
六
〇
年
間
の
空
白
期
間
を
経
て、
『文 

徳
天
皇
実
録』
の
天
安
二
年

(

八
五
八
)

二
月
と
六
月
の
条
に、
城
内
で
発 

生
し
た
怪
奇
現
象
を
伝
え
る
三
回
の
記
事
が
あ
り、
最
後
は、
『日
本
三
代 

実
録』
の
元
慶
三
年

(

八
七
九
)

三
月
の
条
を
も
っ
て
国
の
歴
史
書
か
ら
姿 

を
消
し
て
い
る。
従
っ
て、
文
献
上
で
明
ら
か
な
城
の
存
続
期
間
は
一
八
一
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年
間
で
あ
る
。

一方で、
大
野
城
と
基
肄
城
と
同
時
期
に 

修
理
さ
れ
て
い
る
の
で、
築
城
時
期
も、
こ
の
ニ
城
と
同 

じ
時
期
と
す
る
見
方
が
有
力
で
あ
る。
実
際、
こ
れ
ま
で 

の
発
掘
調
査
の
結
果
と
照
合
し
て
も
妥
当
な
線
で
あ
る。

城
の
性
格
は、
創
建
期
の

7
世
紀
後
半
と、
終
末
期
の 

九
世
紀
後
半
と
で
は、明
ら
か
に
違
い
が
あ
ろ
ぅ。
実
際、 

前
者
は、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
が
極
度
に
緊
張
し
た
状 

態
で
の
築
造
で
あ
り、
国
家
防
衛
網
の
一
翼
を
担
ぅ
も
の 

で
あ
っ
た。
後
者
は、
そ
れ
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
た
後 

で
あ
る
が、
廃
城
に
な
っ
て
い
な
い
の
で、
お
の
ず
と
性 

格
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る。

鞠
智
城
跡
は、
県
北
の
山
鹿
市
菊
鹿
町
と
菊
池
市
木
野 

堀
切
に
所
在
し
て
お
り、
楕
円
形
状
の
丘
陵
地
に
築
造
さ 

れ
て
い
る。
城
域
面
積
は、
真
の
城
域
が
五
五

ha、
外 

縁
地
区
を
含
め
る
と
一
二
〇

ha

の
広
さ
と
な
る。
真
の 

城
域
を
東
京
ド
ー
ム
の
大
き
さ
に
換
算
す
る
と
一
二
基 

分
の
広
さ
で
あ
る。
縁
部
は

' 
土
塁
線
と
崖
線
に
囲
繞 

さ
れ
て
お
り、
全
周
す
る
と
三

•
五
l〇ii
に
な
る。
菊
池
川

32



(
一級河川

)
流域 

の
北
方
丘
陵
地
に
位 

置
し
て
お
り、
中
心 

標
高
一
四
五

111
、
肥 

沃
な
菊
池
平
野
と
は、

一〇
〇
m
の
比
高
差 

と
な
る。
数
多
く
の 

遺
構
は、
山
鹿
市
菊 

鹿
町
の
米
原
台
地
を 

中
心
に
展
開
し
て
お 

り、
一
部
は、
菊
池 

市
木
野
の
掘
切
ま
で 

広
が
つ
て
い
る。
行

政
の
面
積
割
合
は、
山
鹿
市
が
九
割
を
占
め、
菊
池
市
は
一
割
に
留
ま
る。
但
し、
正
門
と
見
な
さ
れ
る
堀
切
門
跡
の 

門
礎
石
は、
菊
池
市
側
に
残
つ
て
い
る
の
で、
鞠
智
城
は、
菊
池
市
側
の
南
を
向
い
て
い
る
事
が
分
か
る。
こ
れ
は、 

当
時、
大
宰
府
か
ら
の
官
道
が
菊
池
市
の
隈
府
を
通
つ
て
か
ら
で
あ
る。

発
掘
調
査
は、
熊
本
県
が
一
九
六
七

(
昭
和
四
ニ
)

年
か
ら
実
施
し
て
お
り、
今
年
度
で

31

次
を
数
え
る。
一方 

で、
一
九
九
四
年
か
ら
は、
調
査
成
果
を
元
に
整
備
事
業
が
進
み、
ニ
〇
〇
四
年
二
月
に
国
指
定
史
跡
に
な
つ
た。
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一
九
九
三
年
四
月
に
開
館
し
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
「温
故
創
生
館」
を
軸
に、
八
角
形
鼓
楼

•
米
倉
•

兵
舎
•

板
倉
の 

古
代
建
物
が
復
元
さ
れ、
こ
の
八
年
間
で、
優
に

l
oo

万
人
を
越
え
る
入
館
者
が
あ
っ
た。
今
日
で
は

' 
古
代
史
を 

学
べ
る
野
外
学
習
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る。
県
外
及
び
韓
国
か
ら
の
見
学
者
も
多
い。

ニ

発
掘
調
査
の
経
緯
と
成
果

発
掘
調
査
は、
一
九
六
七
年
に
始
ま
っ
た。
当
時、
米
原
台
地
は、
一
面
の
桑
畑
と
さ
つ
ま
い
も
畑
で
あ
っ
た
が、
こ 

の
年、地
元
の
手
に
よ
っ
て
犬
が
か
り
な
水
田
化
工
事
が
行
わ
れ
た。
地
下
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
水
源
が
確
保
さ
れ、 

一
帯
が
開
田
さ
れ
た。
こ
の
際、
数
多
く
の
大
型
礎
石
が
発
見
さ
れ、
鞠
智
城
の
場
所
は、
米
原
台
地
に
間
違
い
無
い 

と
の
確
証
が
得
ら
れ
た。
同
時
期、
礎
石
が
あ
っ
た
長
者
山
の
西
側
地
区
が
地
下
げ
さ
れ
て、
牛
小
屋
が
建
て
ら
れ
る 

出
来
事
が
あ
っ
た。
そ
こ
で、
急
遽、
熊
本
県
教
育
委
員
会
を
母
体
と
し
て、
九
州
の
考
古
学
者
を
中
心
と
し
た
発
掘 

調
査
団
が
組
織
さ
れ
て、
緊
急
調
査
が
行
わ
れ
た。
一
〜
四
次
調
査
の
こ
と
で、
鞠
智
城
調
査
の
草
分
け
時
期
で
あ
る。 

こ
れ
を
契
機
に、
発
掘
調
査
は
六
次
調
査
以
降、
県
教
委
を
調
査
主
体
と
し
て
今
日
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
て
き
た。 

な
お、
五
次
調
査
に
限
っ
て
は、
旧
菊
鹿
町
が
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
る。
城
内
を
貫
く
町
道
の
拡
幅
工
事
に
伴
ぅ 

事
前
調
査
で、
鞠
智
城
で
初
め
て
の、
百
済
系
軒
丸
文
様
瓦
が
出
土
し
た。

一
二
次
調
査
(

一
九
九
〇
年

)
は、
佐
賀
県
か
ら
吉
野
ヶ
里
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
年
で
あ
る。
熊
本
県
で
も、
こ
れ
ま 

で
の
文
化
庁
国
庫
補
助
事
業
に
加
え
て、
県
自
主
事
業
と
し
て
調
査
費
の
大
幅
な
上
乗
せ
を
行
っ
た。
吉
野
ヶ
里
遺
跡 

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が、
「鞠
智
城
を
最
重
要
遺
跡
と
見
な
す」
県
の
姿
勢
が
示
さ
れ
た
事
を
意
味
し
た。
そ 

の
結
果、
調
査
面
積
も
大
幅
に
拡
大
し、
一
三
次
調
査
で
は、
構
造
の
異
な
る
ニ
棟
の
八
角
形
建
物
跡
を
検
出
す
る
に
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至
つ
た。
国
内
の
古
代
山
城
で
は、 

初めての発見であつた。
この

r
.

 ,i
';l

- 
;

/-\

^.r«?/
'.-v

^
.

 
‘

時
期、
韓
国
の
京
畿
道
地
方
の
ニ
聖
ペ7

&
丨，..
,

:%1

ゅ
/(
0

山
城
跡
か
ら
も、
類
似
の
八
角
形
建

^
?

f̂
k

没—

1

物
跡
が
検
出
さ
れ
た
と
の
情
報
を
得

て、
現
地
視
察
の
た
め
に
調
査
員
が 

渡
韓
し
た。
調
査
を
行
つ
た
漢
陽
大 

学
の
教
授
に
面
会
し
て、
学
生
の
案 

内
で
城
地
を
視
察
し
た。
八
角
形
建 

物
跡
の
発
見
は、
古
代
に
お
け
る
日

2
 

本
と
朝
鮮
半
島
と
の
文
化
交
流
の
証 

で
も
あ
り、
鞠
智
城
に
と
つ
て
画
期 

的
—

—

0

一
四
次
調
査
で
は、
鞠
智
城
の
終
末
期

(

九
世
紀
後
半

)
に
あ
た
る
礎
石
建
物
跡
を
確
認
し
た。
国
の
歴
史
書
に
記
載 

さ
れ
た
平
安
時
代
の
鞠
智
城
を
考
古
学
の
立
場
か
ら
実
証
し
た
事
に
な
る。

15

次
調
査
か
ら
は、

県
g

主
事
業
が
終
了
し
て、
再
び、
文
化
庁
国
庫
補
助
事
業
の
み
の
発
掘
調
査
に
な
つ
た。
町
道
か
ら
東
上
の
上
原
地 

区
を
調
査
し
て、
こ
の
地
区
が
建
物
遺
構
の
空
白
地
帯
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
た。
練
兵
場
的
な
区
域
で
は
な
い
か 

と
解
釈
し
て
い
る。
一
六
次
調
査
で
は、
深
迫
門
跡
の
谷
部
か
ら
版
築
土
塁
を
検
出
し
た。
細
層
の
版
築
土
を
何
十
枚
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に
も
積
み
上
げ
た
本
格
的
な
造
り
で
あ
っ
た。

一
七
〜
一
九
次
調
査

(
一
九
九
五
〜
一
九
九
七
年

)
で 

は、
長
者
原
地
区
か
ら
一
七
棟
分
の
建
物
跡

(
五
〇
〜 

六
六
号
)

を
検
出
し
た。
一方、
一
九
次
調
査
で
は、 

長
者
原
地
区
の
谷
部
か
ら
貯
水
池
跡
を
発
見
し
た。
総 

面
積
五
三
〇
〇
~

m
に
及
び、
谷
部
の
緩
傾
斜
地
を
利 

用
し
た
も
の
で
あ
っ
た。
谷
部
の
貯
水
池
跡
か
ら
文
字 

の
判
読
出
来
る
木
簡
や
木
製
の
農
具
も
出
土
し
た。
木 

簡
に
は、
「秦
人
忍

□
斗
」
と
の
墨
書
が
あ
り、
鞠
智 

城
の
近
く
に
渡
来
人
の
居
住
が
推
定
さ
れ
る
遺
物
で
も 

あ
っ
た。
さ
ら
に
ニ
〇
次
調
査
で
は、
貯
水
池
跡
の

一  

部
が、
貯
木
場
に
も
使
用
さ
れ
た
事
が
判
明
し
た。
池 

跡
か
ら
数
多
く
の
建
築
材
が
見
つ
か
っ
た。
池
に
備 

蓄
さ
れ
た
も
の
で
加
工
材
が
多
か
っ
た。
「貯
水
池
跡

. 

貯
木
場
跡
.

木
簡」
は、
八
角
形
建
物
跡
と
同
じ
く、 

国
内
の
古
代
山
城
と
し
て
初
の
発
見
で
あ
っ
た。
続
い 

て、
ニ
ニ
次
調
査
で
は、
貯
水
池
跡
の
湧
水
地
点
か
ら、 

井
戸
枠
に
該
当
す
る
大
型
の
木
組
み
遗
構
が
発
見
さ
れ
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た。
一
方で、
堀
切
門
跡
か
ら
は、
門
礎
石
の
原
位
置
が
確
定
さ
れ
た。
凝
灰
岩
の
谷
部
を
加
工
し
た
登
城
道
の
一
部 

か
ら
で
あ
つ
た。

二
三
〜
ニ
五
次
調
査

(
ニ
〇
〇
一〜
ニ
〇
〇
三
年

)
で
は、
貯
水
池
跡
の
継
続
調
査
に
加
え
て
新
た
に
土
塁
線
の
調 

査
を
行
っ
た。
二
三
次
調
査
で
は、崖
線
の
上
に
築
か
れ
た
南
側
土
塁
線
が、版
築
土
塁
で
あ
る
事
が
分
か
っ
た。
個
 々

の
版
築
土
は
厚
め
で、深
迫
門
の
そ
れ
と
違
い
が
あ
っ
た。
長
者
山
の
西
地
区
か
ら
は、
四
棟
の
掘
立
柱
建
物
跡

(

六
九 

〜
七
二
号
)

を
検
出
し
た。
牛
小
屋
跡
の
削
平
地
で、
旧
地
形
に
は、
礎
石
が
並
ん
で
い
た
所
で
あ
る。
礎
石
建
物
跡 

の
下
層
遺
構
と
し
て
注
目
さ
れ
た。
ニ
五
次
調
査
で
は、
西
側
土
塁
の
一
部
も
版
築
土
塁
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た。 

花
崗
岩
の
ば
い
乱
土
を
叩
き
締
め
て
積
み
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た。

ニ
六
*

一
七
次
調
査
(

ニ
〇
〇
四
〜
ニ
〇
〇
五
年

)
で
は、
池
ノ
門
跡
か
ら、
谷
間
を
仕
切
る
石
塁
が
検
出
さ
れ
た。 

全
壊
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
が、
基
礎
部
に
通
水
溝
と
導
水
溝
が
残
っ
て
い
た。
二
八
次
調
査
は、
深
迫
門
跡
を
再
調 

査
し
た。
一
六
次
調
査
で、
版
築
土
塁
が
検
出
さ
れ
た
調
査
区
で
あ
る。
ニ
九
次
調
査
で
は、
南
側
土
塁
線
や
東
端
平 

坦
部
か
ら
も
版
築
土
を
検
出
し
た。
さ
ら
に、
貯
水
池
跡
の
池
尻
部
で
は、
石
積
み
を
伴
ぅ
堰
堤
を
把
握
し
た。
三
〇 

次
調
査
(

ニ
〇
〇
八
年

)
で
は、
池
岸
近
く
か
ら、
百
済
系
菩
薩
立
像
が
出
土
す
る
画
期
的
な
発
見
が
あ
っ
た。

三鞠智城の整備
発
掘
調
査
で
は、
ニ
〇
〇
九
年
で
三
一
次
を
数
え
る。
熊
本
県
で
は、
こ
の
鞠
智
城
跡
の
保
存
と
活
用
を
図
る
た 

め
に、
一
九
九
四
年
か
ら
四
力
年
計
画
で
城
跡
地
の
用
地
所
得
を
行
っ
た。
城
跡
の
総
面
積
五
五

ha

の
内、
米
原
集 

落
•

墓
地
•

営
農
地
の
上
原
地
区
を
除
い
た
四
三

•

五ha

を
対
象
と
し
た。
遺
構
の
空
白
地
帯
と
判
明
し
た
上
原
地
区
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で
は、
県
農
政
部
が
畑
地
を
施
策
開
田
し
て、
地
権
者
に
便
宜
を
計
る
方
策
を
取
っ
た。
こ
れ
が、
用
地
購
入
の
決
め 

手
に
な
っ
た。

整
備
事
業
は、
一
九
九
六
年
か
ら
開
始
し
た、
遺
構
全
体
を、
一

•
五
〜
ニ
.

〇
111
の
客
土
で
覆
っ
た
後、
整
地
面 

に
四
棟
の
復
元
建
物
を
建
設
し
た。
八
角
形
建
物
跡
に
つ
い
て
は、
鞠
智
城
跡
保
存
整
備
検
討
委
員
会
で
多
く
の
議
論 

を
重
ね
た
が、
最
終
的
に
中
国

や
朝
鮮
半
島
に

ル
—
ツ
を
持
つ
「鼓
楼J

と
推
論
し
た。
鼓
楼
に
つ
て
は、
六
国
史
の 

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』
に
「兵
庫
の
鼓」

と
の
記
述
が
あ
る。
芯
柱
の
長
さ

15.3

 
m
、
使
用
さ
れ
た
の
は、
地
元
産 

の
樹
齢
一
八
〇
年
の
檜
材
で
あ
っ
た。
宝
珠
を
含
ん
だ
総
高
は
ー
五

.

三
111
、
三
層
造
り
の
瓦
葺
き
屋
根
は、
総
重
量 

七
七
t

に
も
な
る。
最
上
階
に
は、
連
絡
用
の
太
鼓
を
置
い
た。

こ
の
八
角
形
建
物
跡
の
復
元
に
際
し
て
は、
鞠
智
城 

跡
調
査
保
存
整
備
検
討
委
員
会
か
ら
の
強
い
勧
め
が
あ
っ
て、
遺
構
保
存
の
た
め
に
検
出
場
所
か
ら、
や
や
北
側
に
ず 

ら
し
て
い
る。

ニ
〇
号
礎
石
建
物
跡
は、
総
柱
の
構
造
で
あ
っ
た
事
と
炭
化
米
が
出
土
し
た
事
か
ら、
米
倉
と
し
て
復
元
さ
れ
た。 

高
床
式
で、
瓦
葺
き
の
校
倉
造
り
建
物
で
あ
る。
屋
根
瓦
の
重
量
は
三
ニ

t。
側
柱
の
長
方
形

.
掘
立
柱
建
物
跡
は、 

兵
舎
と
推
定
さ
れ
た。
板
葺
き
屋
根
で、
つ
り
上
げ
式
の
窓
が
特
徴
で
あ
る。
内
部
を
縦
断
す
る
通
路
を
境
と
し
て、 

両
側
に
兵
士
の
ベ
ッ
ド
が
並
び、
収
容
人
員
は
五
〇
名
程
度
と
推
定
さ
れ
る。
発
掘
調
査
で
は、
同
じ
構
造
の
建
物
跡 

が
ニ
棟
並
ん
で
見
つ
か
っ
た。
鞠
智
城
に
は、
あ
る
時
期、
少
な
く
と
も
ニ
棟
の
兵
舎
に、
一〇
〇
名
程
の
兵
士
が
駐 

屯
し
て
い
た
事
が
分
か
る。
総
柱
の
掘
立
柱
建
物
跡
は
瓦
の
出
土
が
無
く、
兵
舎
か
ら
近
距
離
に
あ
る
た
め
に、
茅
葺 

き
屋
根
の
板
倉
と
し
て
復
元
さ
れ
た。
武
具
な
ど
を
保
管
し
た
と
思
わ
れ
る。
周
囲
に
掘
立
柱
建
物
跡
の
遺
構
明
示
が 

あ
る。
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長
者
山
に
は、
検
出
遺
構
を
参
考
に
し
て、
木
造
の
休
憩
所
が
建
設
さ
れ
た。
宮
野
礎
石
建
物
跡
の
近
く
か
ら
見
つ 

か
つ
た
寝
殿
風
建
物
跡

(
一
一
号
•

一二
号
)

を
モ
デ
ル
と
し
た
施
設
で
あ
る。
礎
石
と
掘
立
柱
の
併
用
建
物
で、
正 

方
形
状
の
大
型
礎
石
建
物
の
周
り
を、
掘
立
柱
の
回
廊
が
巡
る
構
造
で
あ
る。
な
お、
復
元
建
物
と
区
別
す
る
た
め
に、 

北
側
を
除
く
三
面
の
壁
が
ガ
ラ
ス
張
り
に
な
つ
て
い
る。

鞠
智
城
は、
ニ
〇
〇
四
年
二
月
二
七
日
付
け
で、
国
指
定
史
跡
に
な
つ
た。
前
述
の
よ
ぅ
に、
発
掘
調
査
は
三
一
次 

を
数
え、
整
備
事
業
も
一
六
年
目
に
入
つ
た。
現
在
も、
園
路
造
り
等
を
中
心
と
す
る
整
備
事
業
が
進
行
中
で
あ
る。 

熊
本
県
で
は、
ニ
〇
〇
六
年
か
ら
国
営
公
園
化
を
目
指
し
て、
県
民
一
丸
と
な
つ
て
運
動
を
展
開
し
て
い
る。
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